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特許権侵害差止等の本案訴訟ではなく，仮処

分手続において秘密保持命令の申立てをするこ

とができるか否かにつき，最高裁は，特許権又

は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件

は特許法105条の４第１項柱書き本文に規定す

る「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」

に該当し，仮処分事件においても，同項に基づ

く秘密保持命令の申立てをすることが許される

と解するのが相当であるとした。本決定に対す

る評釈については，末尾に記載する。

＜参照条文＞　特許法100条，105条の４，民

事保全法23条

（1）事案の経緯の概要

Ａは，Ｘによる液晶テレビおよび液晶モニタ

ーの輸入・販売がＡの保有する特許権を侵害す

ると主張して，Ａを債権者，Ｘを債務者とする

同行為の差止め等を求める仮処分命令の申立て

をした（本件仮処分事件）。

債務者であるＸは，本件仮処分事件において

【事　実】

【要　旨】
提出予定の準備書面および同書面添付の物件目

録にＸの保有する営業秘密が記載されていると

し，特許法105条の４第１項に基づき，この営

業秘密についてＡの代理人の弁護士及び補佐人

の弁理士を相手方（Ｙ）として，秘密保持命令

の申立てをした。

そこで，特許権又は実用新案権の侵害差止め

を求める仮処分事件において特許法105条の４

第１項に基づく秘密保持命令の申立てが許され

るか否かが争点となった。

原々審（東京地裁平成20年４月14日決定）は

これを否定して申立てを却下し，原審（知財高

裁平成20年７月７日決定）も原々審の決定を維

持してＸの抗告を棄却し秘密保持命令の申立て

を却下した。Ｘは，これを不服として抗告許可

の申立てをして，原審がこれを許可し，最高裁

に許可抗告をした。

（2）原々審（東京地方裁判所）の判断１）

民事保全法１条に規定する民事保全事件は，

特段の事情のない限り，特許法105条の４第１
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項の「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」

に該当しないとした上で，①審尋期日を開くか

否か，保全の必要性の立証，疎明の即時性によ

る取り扱い等から特許権侵害差止め等を求める

仮の地位を定める仮処分が上記「訴訟」と同視

し得る手続であると直ちにいうことはできず，

②本件においては秘密保持命令を認めなければ

著しく不合理な結果を招くなどの特段の事情も

認められない，として秘密保持命令申立を却下

した。

（3）原審（知的財産高等裁判所）の判断２）

原決定の理由を改め，次の理由により，上記

「訴訟」には特許権仮処分事件は含まれないか

ら，本件仮の地位を定める仮処分命令手続にお

いては秘密保持命令制度の適用はないとして，

本件秘密保持命令申立を却下し，東京地裁の決

定を維持する判断をした。

（ア）法文の「特許権又は専用実施権の侵害

に係る訴訟」という表現に，民事保全法という

民事訴訟法とは別個の手続法で運営される仮処

分手続を含むと解することは，法の名あて人で

ある国民の立場からすると，相当の困難を伴う。

そして，本案訴訟と仮処分の相違として，民事

保全手続においては，以下のような本案訴訟と

は異なる事情がある。

① 公開の法廷で審理されることは必須要件

ではなく（任意的口頭弁論，民事保全法３条），

非公開で審理されるのが通例である。

② 仮地位仮処分事件である重大な事案であ

っても債務者審尋の手続を経ることが絶対的な

条件ではなく，仮処分申立ての目的を達するこ

とができない特段の事情があるときは，債務者

を審尋することなく仮処分命令を発することさ

えできる（民事保全法23条４項）。

③ 仮処分における証拠方法および心証の程

度は疎明であって（民事保全法23条４項），裁

判所は，即時に取り調べることができる証拠調

べしかすることができない（民事保全法７条，

民事訴訟法188条）。

④ 仮処分命令は暫定的な命令であることを

前提に，裁判所は債権者に担保を立てさせて命

令を発することを通例としている。

（イ）立法者において，平成16年の特許法改

正時に仮処分手続においても秘密保持命令を発

することができるような規定を設けることが十

分可能であったのに，このような規定が設けら

れていない。

（ウ）秘密保持命令制度は，懲役刑を含む刑

罰による抑止力をもって秘密保持の実効性を担

保するところ民事保全手続にもその適用を肯定

することは，処罰範囲の拡大を招来し，刑罰法

規の謙抑性及び明確性の趣旨に鑑みると実質的

に処罰範囲の拡大を招来する。このような法解

釈は差し控えるべきである。

なお，原々審が，「特段の事情」を云々して

いるが，原審は，「特段の事情」の有無にかか

わらず仮処分手続においては秘密保持命令を発

することができないとしている。

原決定を破棄し，原々決定を取り消して，

原々審である東京地裁へ差戻した（裁判官全員

一致）。次のような決定理由を示している。

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟に

おいて，提出を予定している準備書面や証拠の

内容に営業秘密が含まれる場合には，当該営業

秘密を保有する当事者が，相手方当事者により

これを訴訟の追行の目的以外の目的で使用さ

れ，又は第三者に開示されることによって，こ

れに基づく事業活動に支障を生ずるおそれがあ

ることを危ぐして，当該営業秘密を訴訟に顕出

することを差し控え，十分な主張立証を尽くす

ことができないという事態が生じ得る。特許法

が，秘密保持命令の制度（同法105条の４ない

し105条の６，200条の２，201条）を設け，刑

罰による制裁を伴う秘密保持命令により，当該

【決定要旨】
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営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で

使用すること及び同命令を受けた者以外の者に

開示することを禁ずることができるとしている

趣旨は，上記のような事態を回避するためであ

ると解される。

特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める

仮処分事件は，仮処分命令の必要性の有無とい

う本案訴訟とは異なる争点が存するが，その他

の点では本案訴訟と争点を共通にするものであ

るから，当該営業秘密を保有する当事者につい

て，上記のような事態が生じ得ることは本案訴

訟の場合と異なるところはなく，秘密保持命令

の制度がこれを容認していると解することはで

きない。そして，上記仮処分事件において秘密

保持命令の申立てをすることができると解して

も，迅速な処理が求められるなどの仮処分事件

の性質に反するということもできない。

特許法においては，「訴訟」という文言が，

本案訴訟のみならず，民事保全事件を含むもの

として用いられる場合もあり（同法54条２項，

168条２項），上記のような秘密保持命令の制度

の趣旨に照らせば，特許権又は専用実施権の侵

害差止めを求める仮処分事件は，特許法105条

の４第１項柱書き本文に規定する「特許権又は

専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し，上記

仮処分事件においても，秘密保持命令の申立て

をすることが許されると解するのが相当であ

る。」

１．はじめに

１－１　本件は，「要（債務者）審尋」事例の

侵害行為等の差止仮処分事案に秘密保持命令の

申立てが許されるとした最高裁の重要な決定で

あり，実務の今後の方向付けを定める。

そこで，まず，仮処分事件における秘密保持

命令申立の許否についての積極説（申立てが可

能とする見解）と消極説（本案訴訟でのみ可能

【研　究】

で仮処分事件では出来ないとする見解）の各々

の根拠を整理し，次に，積極説によって今後の

実務上の検討点に触れてみたい。あわせて「要

（債務者）審尋」という手続を必ずしも経ない

仮処分手続一般に秘密保持命令申立がどこまで

可能かについても言及したい。

ところで，秘密保持命令申立制度は，平成16

年の特許法改正（平成16年法律第120号）によ

って知的財産法の分野で先行して立法化され，

実施運用されている。しかし，未だ実例の集積

は少なく，その運用において様々な議論がなさ

れている３）。この制度は，他の法分野にも立法

化の広がりをみせている。平成21年の独占禁止

法改正によって独占禁止法上の差止請求訴訟に

おいても同制度が導入された（改正法83条の５

ないし７）４）。また民事訴訟法について文書提

出命令制度と共に秘密保持命令申立制度の導入

の一般化が可能との意見もある。知財事件にお

いて先行して議論される問題が，他の類型の事

件にも影響を与える点は見逃せない。

１－２　閲覧制限との関係

債務者審尋を行う保全命令に関する手続の事

件記録の閲覧若しくは謄写は，債務者を呼び出

す審尋期日の指定があった後であって且つ利害

関係者５）でなければ請求できない（民事保全法

５条）。利害関係があっても事件係属後，当事

者からの申立で閲覧謄写制限を申し立てること

ができる（民事保全法７条による民事訴訟法92

条の準用）。これにより当事者の営業秘密が記

載又は記録されている部分の閲覧謄写を当事者

に限る旨の決定を裁判所は行うことができる。

このように利害関係人以外は閲覧謄写はでき

ず，利害関係人であっても当事者の申立てによ

り制限を受ける場合があるので，その限度で，

記録の内容が公になるということはない。しか

し，保全の当事者である相手方から秘密事項が

漏れるというリスクはある（本案訴訟の訴訟記

録の場合「閲覧」は何人も請求できる〈民事訴
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訟法91条１項〉。しかし「謄写」請求は利害関

係者に限られ〈民事訴訟法91条３項〉，「閲覧」

と「謄写」を書き分けているが６），閲覧謄写制

限について生じる問題状況は同様である）。そ

こで，このリスクを防ぐために秘密保持命令制

度が問題となる。

２．最高裁の決定の意味

２－１　最高裁決定の立場（積極説を採用）

本決定は，簡潔に３つの構成から積極説を肯

認している。

まず，特許法が秘密保持命令制度を設けた制

度の趣旨を述べ，次に，特許権等の侵害差止め

を求める仮処分（仮の地位を求める仮処分）事

件が，仮処分命令の必要性（保全の必要性）の

有無という争点を除き，本案訴訟と争点を共通

にし，秘密保持命令制度の制度趣旨は，同仮処

分事件においても生かされるべきであるし，そ

のように解しても迅速な処理が求められるなど

の仮処分事件の性質にも反しないとする。そし

て，最後に，特許法105条の４第１項柱書き本

文の「訴訟」という文言に民事保全事件を含む

としても，文言解釈上も矛盾しないことを述べ

ている。

上記決定の対象となる事案は，前段で制度趣

旨を述べた後，続いて中段において債務者の立

会いによる審尋手続を経た仮の地位を定める仮

処分を前提としている。後段では文言解釈上の

「訴訟」には民事保全事件一般を含むとしてい

るところから無審尋の仮処分事件一般にまで射

程が及ぶかという問題は残されているが，今後，

実務は，この最高裁決定の示した積極説に沿っ

て動くことになる。

２－２　積極説から見た消極説の根拠の整理検

討

ここでは，消極説の理由とする根拠を積極説

がどのように反駁するかという点から整理して

おく。

消極説の根拠とする理由は，原審の決定の理

由中に集約されている。

原審の前記（ア）の「本案訴訟と仮処分の相

違」を根拠とする点

本案訴訟との相違点を指摘している①乃至④

は，確かに大きな点ではあるが，だからといっ

て，これら相違点を個々に秘密保持命令申立制

度との関係でみると，いずれも消極説を説得的

に補強する理由にはならない。非公開での審理

（①）であっても，保全の当事者である相手方

から秘密が漏れるのを防がなくてもよいという

ことにはならない。また，無審尋で仮処分命令

が発令される（②）点については，本件での仮

の地位を定める仮処分の審尋事例では，説得的

な理由とはならないし，無審尋事案では，発令

段階では，申立人の提出した疎明資料のみによ

って判断されるので，そもそも相手方の秘密保

持命令申立が機能するような場面が出てこな

い。さらに疎明や即時取調べ（③）あるいは暫

定的命令で立担保を要するといった点（④）も，

却ってこのような簡易手続の中でこそ秘密が保

持される必要は高いとも考えられ，これら相違

点も，消極説を特に支持する理由とはならない７）。

③に関しては，債務者が主張するように，疎明

の即時性を理由とした手続上の制約は，本案訴

訟を選択することなく仮処分を選択した債権者

が負うべきで，債務者が本案訴訟に比して不利

な扱いを受ける理由は存在しないとも言える。

債権者側が疎明できないリスクを負うので，秘

密保持命令が仮処分手続に適用されなくとも，

債務者側に不都合はない（本件の債権者の主張）

との理由付けは考えられる。しかし，裁判官の

心証形成の過程の当事者の証明責任あるいは証

明負担における疎明か証明かという心証状態に

関係付けて制度の採否を論ずるもので，実務的

な感覚からは違和感がぬぐえない８）。

前記（イ）の立法者意思について，105条の４

第１項の文言から仮処分事件等を排除する意思

が示されていると解することは困難である９）。
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この点で付言するに，秘密保持命令は，書類

提出命令（特許法105条１項本文）との関連で

発令される場合以外においても利用され得る。

現に本件がそうである。従って，書類提出命令

に従い被告が証拠提出する場合に秘密保持命令

がセットにして適用されるとの前提に立ち，書

類提出命令を定める特許法105条１項本文は，

秘密保持命令を定める105条の４第１項柱書と

同様，「訴訟において」できるとの規定振りか

ら，同条１項本文の書類提出命令は保全手続に

は認められていないので，書類提出命令が適用

される「訴訟」は本案訴訟をいい，保全手続は

該当しない（従って秘密保持命令の「訴訟」に

保全手続は含まれない）との主張にもその前提

において無理がある。

前記（ウ）の刑罰法規の謙抑性及び明確性の趣

旨については，民事保全手続においても刑罰が

発動される根拠となる秘密保持命令の発令自体

がやむを得ない必要とする場合に当るかが検討

されなければならない。刑罰に代る他の手続に

おいて代替できる統制手段のある場合にはそれ

によるべきであろうが，この点の不都合を解消

する確実な代替保障はないのではないか。刑罰

法規の謙抑性や明確性は，むしろ発令前の代替

手段の選択や発令が行われる際の発令内容（対

象となる秘密の範囲や特定方法あるいは名宛人

の範囲など）において発揮されるべき要請であ

ろう。

この外に民事保全手続に秘密保持命令手続を

認める必要性のない理由として，債務者は自ら

特許権侵害差止請求権不存在確認訴訟を提起し

又は起訴命令を申し立て，本案訴訟において秘

密保持命令の申立てを行えば足るとするものが

ある。しかし，本件債務者が述べるように仮処

分事件が係属する以上，債務者は仮処分事件に

おける防御のために秘密保持命令を利用できな

い状態で営業秘密に係る債務者製品の構成に関

する主張，疎明をせざるを得ず，これにより

「秘密性」が失われ，同時係属する本案訴訟に

おいて秘密保持命令の利用が認められても秘密

保持命令が発せられる余地はなく不利益を解消

することはできない。

３．積極説に従った場合の今後の実務上の検討

点

３－１　取り扱いの有り様

債務者審尋のとられる仮の地位を定める仮処

分に秘密保持命令申立制度が適用される有り様

は，本案訴訟の実施運用で議論されている点が，

そのまま参考になる10）。

ここでは，仮処分申立の利用の際における２，

３の指摘を本案訴訟との比較で挙げるに止めた

い。

第１に，債務者審尋の予定される仮処分事件

の仮処分の申立時の申立書や疎明書類には相手

方債務者への送達の関係から有効に秘密保持命

令申立が働かない（この点は本案訴訟の申立時

も同じ）。そこで申立後の主張や証拠類に対し

てその利用を考えるべく，提出のタイミングを

はかる必要がある。

第２に，仮処分と本訴が同時係属するような

場合には，それぞれの手続において，各別に秘

密保持命令の申立を閲覧制限と共に行う必要が

ある。

第３に，イ号物件の具体的構成態様に係る部

分が秘密保持命令の対象になるような場合に

は，のちの執行官の執行との関係において現場

での物件特定との関係で配慮する必要が出てく

る場合があるのではないかと思料される。

３－２ 「債務者審尋」手続をとる仮処分事件

と無審尋手続の仮処分事件との関係

（1）本最高裁決定の位置付けと射程（「債務者

審尋」の仮処分事件）

知財紛争で仮の地位を定める仮処分事件（民

事保全法23条２項）の場合には，相手方に与え

る結果の重大性から，原則として債務者が立ち

会うことのできる審尋期日を経ている（民事保
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全法23条４項）。侵害行為差止の仮処分では，

本案訴訟前に本案請求を実現させたのと同様の

結果を債権者に与えるので「満足的仮処分」と

いわれる。しかし，一般的には，仮差押えや係

争物に関する仮処分の場合には，相手方に申立

て内容が知られると目的が達せられないので，

無審尋で発令される。

本決定の前提となる事案は，仮の地位を定め

る仮処分で，債務者審尋も行われていた事案で

ある。決定理由からは，民事保全事件であるか

らといって秘密保持命令の申立てが一般的に許

されないとすることはできないと読めるが，債

務者「要審尋」手続が採られている仮の地位を

定める仮処分手続であるということが大きな前

提要素になっている。

（2）無審尋の仮処分事件

仮処分の申立時には，そもそも秘密保持命令

の申立て自体が想定されていないので，申立後

の爾後の手続においてしか，その利用は考えら

れない（この点は本案事件においても訴訟申立

時には同様である）。そして，特許権侵害差止

めの仮の地位を定める仮処分では，原則審尋が

行われるのが通例であるから，審尋手続の場面

で営業秘密の開示が問題になる。

従って，無審尋での仮処分手続一般を含めど

のように利用されるかは，未だ検討の余地があ

ろう。例えば，審尋のない事案で，仮処分異議

の中で，秘密保持命令の申立てが許されるか否

か。あるいは，本件のような債務者側からの申

立てではなく，債権者側の疎明という中での債

権者側からの秘密保持命令の申立てが，どのよ

うな場合に許されるかといった問題が考えられ

る。

さらには，執行段階で債務名義の執行力の排

除を目的とする請求異議の訴えの中で，侵害対

象物件の構造が変ったというような場合での利

用も考えられるであろうか。

本件の最高裁の決定は，債務者審尋の仮の地

位を定める仮処分手続において債務者側から秘

密保持命令の申立が許されるとしつつ，仮処分

手続において一律に「秘密保持命令の申立」が

排斥されるわけではないということを示したと

いう点で今後の実務を方向付ける決定である。

注　記

1） 判例時報2015号132頁の「参考　原審決定」

2） 判例時報2015号127頁

3） 事例としては，東京地裁平成18年９月15日決定

「パルナパリンナトリウム原薬事件」 判例時報

1973号131頁，大阪地裁平成20年４月18日決定／

大阪地裁平成20年12月25日決定「青色LED事件」

判例タイムズ1287号220頁。拙稿「知的財産権侵

害訴訟において秘密保持命令が発令された初め

ての事例―パルナパリンナトリウム原薬事件―」

知財管理58巻６号767頁。

4） 独占禁止法24条の請求（私人による不公正な取

引方法に係る差止請求訴訟）を受けているので，

文言上の問題は同列に論じることはできない。

親告罪で違反の罰則は，５年以下の懲役若しく

は500万円以下の罰金又は併科（改正独占禁止法

94条の３）で，特許法の場合（特許法200条の２）

と同じである。法人に対する両罰規定も設けら

れている（改正独占禁止法95条３項）。

5） 法律上の利害関係をいい，保全命令又は保全執

行により自己の権利又は法的利益に影響を受け

る者。その具体的な範囲につき，注釈民事保全

法〔上〕（矢尾渉執筆部分）110頁。

6） 本案訴訟は判決手続における口頭弁論の公開原

則から何人でも閲覧できるが，保全手続は口頭

弁論を経ない決定手続で行うことができる（民

事保全法３条）から，公開が義務づけられてい

ないことによる差異となって表われている。

7） 仮処分の決定が出ると執行停止手続がなく，そ

の執行の結果は重大な結果を及ぼす。本案訴訟

で結果が逆転しても立担保だけでは回復し難い

損害が生じる可能性があるという点からも営業

秘密の手続への顕出の手立てをはかり審理を充

実させるべきであるとも言える。

8） 書証が中心で陳述書など即時取調べができる種

類のものがほとんどであり，債務者審尋になる

仮の地位を定める仮処分では，仮処分の本案化

といわれるように本案訴訟と同様に慎重に認定
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が行われるというのが実務の実感である。

侵害差止仮処分は，満足的仮処分であり，その

審理は慎重にならざるを得ず，侵害論に関する

審理は，本案訴訟事件と異なるところはなく，

対象物件の特定，発明の技術的範囲の確定，発

明の構成要件と対象物件との対比に関する審理

内容は，本案訴訟とおおむね同様に行われる

（「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」

平成15年５月15日司法研修所編154頁）。

9） 山田真紀「特許権又は専用実施権の侵害差止め

を求める仮処分事件において特許法105条の４第

１項に基づく秘密保持命令の申立てをすること

の許否」（L＆T44号68頁）

10） 前掲注３）・拙稿の注記に挙げた掲載文献

本決定に対する評釈としては，山田・前掲注９）の

外に，次のものがある。本多広和「秘密保持命令申立

てに関する最高裁判所の新判断と本訴・仮処分」

（L&T43号159頁）は，迅速性の要請との兼合いについ

て示唆に富む。越山和広「特許権の侵害差止めを求め

る仮処分事件において特許法が定める秘密保持命令を

発令できるとされた事例」（速報判例解説－TKCロー

ライブラリー）は，刑事罰の存在について，最高裁決

定と原決定の間の問題を深耕している。

（原稿受領日　2009年12月16日）
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